
JP 6182972 B2 2017.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源を整流する整流回路に接続する電源端子と発光素子が接続する出力端子を備え
、前記整流回路で整流された直流電圧から前記出力端子に供給する直流電流を生成するコ
ンバータ回路と、
　前記出力端子の電圧を検出する電圧検出回路と、
　前記発光素子の電流を検出する電流検出回路と、
　前記電圧検出回路により検出される検出値と前記電流検出回路により検出される検出値
の少なくとも一方が所定値に達したら、前記発光素子へ供給する電流を減少させる制御回
路と、
　を備え、
　前記制御回路は、前記電圧検出回路の検出値と前記電流検出回路の検出値の両方が入力
される保護端子を備え、前記保護端子の入力値を前記所定値と比較し、
　前記発光素子と直列に接続された電流検出抵抗を備え、
　前記電圧検出回路は、
　一端が前記出力端子に接続する分圧回路と、
　アノードに前記分圧回路で分圧された電圧を受けカソードが前記保護端子と接続する第
１ダイオードと、
　一端が前記第１ダイオードの前記カソードと前記保護端子との間に接続し他端が前記分
圧回路の他端と共通の電位に接続した第一分圧抵抗と、
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　を含み、
　前記電流検出回路は、
　一端が前記電流検出抵抗と前記発光素子との間に接続された第二分圧抵抗と、
　アノードが前記第二分圧抵抗の他端に接続しカソードが前記第一分圧抵抗の前記一端お
よび前記保護端子に接続した第２ダイオードと、
　を含むことを特徴とする点灯装置。
【請求項２】
　前記分圧回路と前記第１ダイオードの前記アノードとの間に直列に挿入された第三分圧
抵抗を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の点灯装置。
【請求項３】
　前記コンバータ回路は、
　整流回路と並列に接続する平滑コンデンサと、
　スイッチング素子およびインダクタを備え、前記スイッチング素子が前記平滑コンデン
サの一端と前記インダクタの一端との間をスイッチングし、前記インダクタの他端が前記
出力端子に接続した降圧チョッパ回路と、
　を備え、
　前記発光素子と直列に接続された電流検出抵抗を備え、
　前記制御回路が、前記電流検出抵抗の電圧を所定電圧に一致させるように前記スイッチ
ング素子のオン時間をフィードバック制御するものであることを特徴とする請求項１また
は２に記載の点灯装置。
【請求項４】
　前記コンバータ回路は、自己が出力する直流電流が略一定の所定電流値となるようにフ
ィードバックするフィードバック回路を有し、
　前記電圧検出回路及び前記電流検出回路は、前記フィードバック回路の応答速度よりも
速い応答速度で、前記検出値を検出することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に
記載の点灯装置。
【請求項５】
　発光素子と、
　前記発光素子に電流を供給する、請求項１～４のいずれか１項に記載の点灯装置と、
　を備えることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点灯装置および照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年になって、従来の白熱電球及び蛍光灯に代わって、発光ダイオード（ＬＥＤ）が普
及し始めている。ＬＥＤは低消費電力及び長寿命という特性を有し、ＬＥＤを点灯させる
ための点灯装置の研究開発が各社で行われている。
【０００３】
　一般に、点灯装置は、ＬＥＤを点灯させる制御として定電流制御を行うことが多い。定
電流制御とは、ＬＥＤに流れる電流を検出しつつ、ＬＥＤに一定の直流電流が流れるよう
に制御するものである。
【０００４】
　このような定電流制御では電流を一定に保とうとすることに起因して、例えば出力コネ
クタの抜き差し又はＬＥＤの取り外しの際に過電圧が発生する問題がある。この点に鑑み
、特開２０１２－２０４３１７号公報では、出力コネクタの抜き差しなどで出力電圧が瞬
間的に上昇するのを抑制するための保護回路を設けることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２４９１７４号公報
【特許文献２】特開２０１２－２０４３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来の技術では、ＬＥＤの取り外し等の際における出力電圧上昇の対策として、保
護回路が設けられている。一方、そのような過電圧の問題とは別に、ＬＥＤに過大な電流
が流れないようにＬＥＤ電流を適正値に管理することも求められる。
【０００７】
　商用電源に平滑コンデンサおよび降圧チョッパ回路を接続して、ＬＥＤに一定電流を供
給する点灯装置が公知である。この点灯装置に、上記特開２０１１－２４９１７４号公報
のように、フィードバック制御を適用する定電流制御技術が知られている。
【０００８】
　一般にフィードバック制御では積分回路による遅れが生じるので、定電流制御において
、電源電圧の急峻な変化に追従することは難しい。フィードバック制御の遅れに起因して
、電源電圧が低下しその後に復帰するような不安定な動作があった場合、次のような問題
が生じうる。
【０００９】
　上記公知の点灯装置において、まず、商用電源が電圧低下した場合、徐々に平滑コンデ
ンサの電圧が低下する。この時、降圧チョッパ回路がスイッチング素子のオン時間を長く
してＬＥＤに一定電流を供給する。次に、商用電源が復帰した場合には、急峻に平滑コン
デンサの電圧が上昇する。この平滑コンデンサの急峻な電圧変化にフィードバック制御が
追従することができず、ＬＥＤに過大な電流が流れてしまうという問題があった。
【００１０】
　この点について本願発明者が鋭意研究を行ったところ、上記従来の技術にかかるＬＥＤ
取り外し等に対処するための保護回路を利用することで、回路構成の増大を避けつつＬＥ
Ｄ過電流の問題を抑制することができる新規な技術を見出した。
【００１１】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、回路構成の増大を避
けつつ発光素子の過電流抑制を行うことのできる点灯装置および照明装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明にかかる点灯装置は、
　交流電源を整流する整流回路に接続する電源端子と発光素子が接続する出力端子を備え
、前記整流回路で整流された直流電圧から前記出力端子に供給する直流電流を生成するコ
ンバータ回路と、
　前記出力端子の電圧を検出する電圧検出回路と、
　前記発光素子の電流を検出する電流検出回路と、
　前記電圧検出回路により検出される検出値と前記電流検出回路により検出される検出値
の少なくとも一方が所定値に達したら、前記発光素子への供給電流を減少させる制御回路
と、
　を備え、
　前記制御回路は、前記電圧検出回路の検出値と前記電流検出回路の検出値の両方が入力
される保護端子を備え、前記保護端子の入力値を前記所定値と比較し、
　前記発光素子と直列に接続された電流検出抵抗を備え、
　前記電圧検出回路は、
　一端が前記出力端子に接続する分圧回路と、
　アノードに前記分圧回路で分圧された電圧を受けカソードが前記保護端子と接続する第
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１ダイオードと、
　一端が前記第１ダイオードと前記保護端子との間に接続し他端が前記分圧回路の他端と
共通の電位に接続した第一分圧抵抗と、
　を含み、
　前記電流検出回路は、
　一端が前記電流検出抵抗と前記発光素子の間に接続された第二分圧抵抗と、
　アノードが前記第二分圧抵抗の他端に接続しカソードが前記第一分圧抵抗の前記一端お
よび前記保護端子に接続した第２ダイオードと、
　を含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明にかかる照明装置は、
　発光素子と、
　前記発光素子に電流を供給する、上記本発明にかかる点灯装置と、
　を備えることを特徴とする。

【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、回路構成の増大を避けつつ発光素子の過電流抑制を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態にかかる点灯装置および照明装置の構成を説明するための回
路図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる点灯装置の動作を示すタイムチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に対する比較例であり、図１で過電流検出回路を備えない場
合の回路構成を説明するための回路図である。
【図４】本発明の実施の形態に対する比較例であり、過電流保護を行わない場合の動作を
示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
実施の形態の装置の構成．
［全体の構成］
　図１は、本発明の実施の形態にかかる点灯装置１００および照明装置１０００の構成を
説明するための回路図である。照明装置１０００は、点灯装置１００およびＬＥＤ１５を
備えている。点灯装置１００は、商用交流電源１より電力の供給を受けてＬＥＤ１５を点
灯させる装置である。
【００１７】
　点灯装置１００は、整流回路２と、昇圧チョッパ回路５０と、降圧チョッパ回路５１を
備えている。整流回路２は、ダイオードブリッジである。整流回路２は、商用交流電源１
から供給される交流電圧を全波整流する。
【００１８】
　点灯装置１００は、さらに、フィードバック制御回路５２、過電圧検出回路５３、過電
流検出回路５４、およびＬＥＤ１５を接続するためのコネクタ１４ａ、１４ｂを備えてい
る。フィードバック制御回路５２は、後述するようにオペアンプ１９と制御ＩＣ２２等を
備えている。
【００１９】
　昇圧チョッパ回路５０は、第１インダクタ３、第１スイッチング素子４、力率改善制御
を行うＰＦＣ制御ＩＣ５、ダイオード６、平滑コンデンサ７からなる。降圧チョッパ回路
５１は、第２スイッチング素子８、駆動回路９、第２インダクタ１０、還流ダイオード１
１、コンデンサ１２、電流検出抵抗１３からなる。
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【００２０】
　昇圧チョッパ回路５０は、スイッチング制御を行うＰＦＣ制御ＩＣ５により駆動・制御
され、入力電流の波形を正弦波状に制御し、力率を改善する目的で設けられている。さら
に昇圧チョッパ回路５０は整流回路２で全波整流された直流電圧を昇圧および平滑化し、
平滑コンデンサ７の電圧を一定に保つ。
【００２１】
　なお、力率改善を行わない場合は、昇圧チョッパ回路５０は必要ない。直流電圧を生成
する回路構成であれば昇圧チョッパ回路５０以外の回路構成でもよい。昇圧チョッパ回路
５０を、例えばコンデンサインプット型の整流回路に置換しても良い。
【００２２】
　降圧チョッパ回路５１は、ＬＥＤ１５の電流を検出するため電流検出抵抗１３を備えて
いる。電流検出抵抗１３は、ＬＥＤ１５のカソードと直列に接続している。電流検出抵抗
１３は、抵抗１６を介してオペアンプ１９の反転入力端子に接続される。
【００２３】
　降圧チョッパ回路５１は、スイッチング制御を行う制御ＩＣ２２を備えている。制御Ｉ
Ｃ２２は、第２スイッチング素子８のオンデューティ比を調整する端子２２ａ（以下、「
フィードバック制御端子」とも称す）を備えている。フィードバック制御端子２２ａは、
ダイオード２１を介してオペアンプ１９の出力端子と接続している。
【００２４】
［フィードバック制御回路］
　降圧チョッパ回路５１のＬＥＤ電流値の調整は、第２スイッチング素子８のオンデュー
ティ比により行われる。このオンデューティ比は制御ＩＣ２２のフィードバック制御端子
２２ａの電圧で決まる。
【００２５】
　フィードバック制御回路５２が行うフィードバック制御について説明する。点灯装置１
００は、ＬＥＤ１５に所望の電流を流すように定電流制御を行うことにより、ＬＥＤ１５
を点灯させている。具体的には、定電流制御では、まず、ＬＥＤ１５と直列に接続された
電流検出抵抗１３に発生する電圧を検出する。検出した電圧に基づいて、フィードバック
制御により、ＬＥＤ電流制御用スイッチング素子である第２スイッチング素子８のオン時
間を調整している。電流検出抵抗１３の電圧を一定にするようにフィードバック制御を行
うことで、ＬＥＤ１５に定電流を流すことができる。
【００２６】
　すなわち、フィードバック制御端子２２ａから電流が出力され、この出力電流値に応じ
てフィードバック制御端子２２ａの電圧が決まる。実施の形態では、フィードバック制御
端子２２ａは、ダイオード２１を介してオペアンプ１９の出力端子に接続されている。オ
ペアンプ１９の出力電圧に応じて制御ＩＣ２２のフィードバック制御端子２２ａの出力電
流が変化し、第２スイッチング素子８のデューティ比が変化する。
【００２７】
　本実施の形態では、フィードバック制御端子２２ａの電圧が高くなると第２スイッチン
グ素子８のオンデューティ比が大きくなり、フィードバック制御端子２２ａの電圧が低く
なるとオンデューティ比が小さくなるものとして説明する。ちなみに、ダイオード２１は
オペアンプ１９の出力電圧が過大となった場合に制御ＩＣ２２を保護する目的で用いてお
り、制御ＩＣ２２に破損の恐れがない場合は必要ない。
【００２８】
　制御ＩＣ２２より出力されるスイッチング素子駆動信号は、第２スイッチング素子８（
本実施の形態ではＭＯＳＦＥＴとする）のゲートに入力される。本実施の形態では第２ス
イッチング素子８が高圧側に設けられているため、駆動回路９により駆動信号が電気的に
絶縁されて伝達される。駆動回路９には絶縁のため一般的にトランスやフォトカプラが用
いられる。
【００２９】
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　以上のように電流検出抵抗１３は、ＬＥＤを流れる電流（以下、「ＬＥＤ電流」とも称
す）を検出して、検出したＬＥＤ電流の電流値に比例する電圧（以下、「ＬＥＤ電流検出
電圧」とも称す）を生成する。オペアンプ１９には、目標電圧として基準電圧１７が入力
される。フィードバック制御回路５２は、電流検出抵抗１３に生成されるＬＥＤ電流検出
電圧と目標電圧とを比較して、ＬＥＤ電流検出電圧と目標電圧が一致する方向に、ＬＥＤ
電流を調整する。
【００３０】
［過電圧検出回路および過電流検出回路］
　過電圧検出回路５３は、コネクタ１４ａに接続され抵抗２３、２４により分圧される。
具体的には、抵抗２３の一端がコネクタ１４ａと接続している。抵抗２３の他端は抵抗２
４の一端と接続し、抵抗２４の他端はグランドに接続している。
【００３１】
　抵抗２３と抵抗２４の接続点には、これらの抵抗で分圧された電圧が現れる。抵抗２３
と抵抗２４の接続点には、抵抗２５の一端が接続する。抵抗２５の他端には、ダイオード
２６のアノードが接続する。ダイオード２６のカソードは、制御ＩＣ２２の保護動作を行
う端子２２ｂ（以下、「保護端子」という）に接続している。
【００３２】
　ダイオード２６のカソードと保護端子２２ｂとの間には、抵抗２７の一端が接続する。
抵抗２７の他端はグランドに接続する。以上のように、抵抗２３、２４で分圧された電圧
は、抵抗２５およびダイオード２６の直列回路を介して、保護端子２２ｂに入力される。
【００３３】
　制御ＩＣ２２は、保護端子２２ｂの電圧と、制御ＩＣ２２であらかじめ定められた保護
動作を開始する所定電圧Ｖｐ（以下、「保護動作電圧Ｖｐ」という）とを比較する。保護
端子２２ｂの電圧が保護動作電圧Ｖｐに達すると、制御ＩＣ２２は、「保護動作」を行う
。この保護動作は、ＬＥＤ１５に与える電流を低減あるいはゼロとする動作であり、具体
的には、本実施の形態にかかる保護動作は駆動回路９の動作停止とする。
【００３４】
　過電圧検出回路５３は、コネクタ１４ａに発生する電圧を、抵抗２３、２４、２５、２
７、ダイオード２６で分圧し、保護端子２２ｂに入力する。コネクタ１４ａ、１４ｂが抜
き差しされた時、あるいはＬＥＤを取り外したとき、コネクタ１４ａに瞬時的に過電圧が
発生する。この過電圧を抵抗２３、２４、２５、２７、ダイオード２６で分圧して保護端
子２２ｂに与えることができる。保護端子２２ｂの電圧が保護動作電圧Ｖｐに達したら制
御ＩＣ２２に保護動作を行わせて過電圧を抑制する。
【００３５】
　点灯装置１００は、ＬＥＤ１５のＬＥＤ電流を定電流制御している。このため、コネク
タ１４ａ、１４ｂが取り外されたときには、電流検出抵抗１３の電圧を一定に制御しよう
とする。その結果、コネクタ１４ａに過電圧が発生する。瞬時的に過電圧が発生した場合
に、ＬＥＤ１５や点灯装置１００にダメージを与えるおそれがある。過電圧検出回路５３
は、この過電圧を検出しこれに対処するためのものである。
【００３６】
　ＬＥＤが正常に点灯しているときは、制御ＩＣ２２の保護動作が働かないようにしたい
。そのためには、ＬＥＤが正常に点灯しているときは保護端子２２ｂの電圧が保護動作電
圧Ｖｐ以下となるように、抵抗２３、２４、２５、２７を設定することが求められる（第
１の要求）。
【００３７】
　その一方で、定格出力電圧以上の過電圧が発生した場合を想定すると、できるだけ低い
過電圧で保護端子２２ｂの電圧が保護動作電圧Ｖｐ以上となるように、抵抗２３、２４、
２５、２７を設定することが好ましい（第２の要求）。ただし、ＬＥＤの出力電圧のばら
つきなどを考慮した場合、最大の出力電圧で保護端子２２ｂの電圧が保護動作電圧Ｖｐ以
下となるようにしようとすると、第２の要求を満たすことは難しい。
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【００３８】
　過電流検出回路５４は、ＬＥＤ１５に過電流が流れたときに電流検出抵抗１３に発生す
る電圧を検出する。この過電流を検出することで、速やかに保護動作を行う。電流検出抵
抗１３に発生する電圧は、抵抗２８、ダイオード２９、および抵抗２７で分圧され、制御
ＩＣ２２の保護端子２２ｂに印加される。本実施の形態では、過電圧検出回路５３の一部
を構成する抵抗２７を、過電流検出回路５４において兼用することができる。
【００３９】
　抵抗２８は、ＬＥＤ電流が正常範囲内にあるときに保護端子２２ｂの電圧が保護動作電
圧Ｖｐ以下になるように設定する。また、抵抗２８は、定格出力電流以上の過電流が発生
した場合は、できるだけ小さい電流で保護端子２２ｂの電圧が保護動作電圧Ｖｐ以上とな
るように設定することが好ましい。
【００４０】
実施の形態の装置の動作．
［フィードバック制御の問題点］
　一般に、フィードバック制御は積分回路で行っているので遅れがある。この遅れに起因
して電源電圧の急峻な変化に追従することが難しい。したがって、電源電圧が低下してそ
の後に復帰するような不安定な動作をした場合、次のような問題が生じうる。
【００４１】
　まず、商用電源が電圧低下した場合、降圧チョッパ回路５１の電源である平滑コンデン
サ７の電圧は、平滑コンデンサ７に蓄えた電荷を消費し、徐々に平滑コンデンサ７の電圧
は低下する。この時、降圧チョッパ回路５１は、第２スイッチング素子８のオン時間を長
くしてＬＥＤ１５に一定電流を供給する。
【００４２】
　次に、商用電源が復帰した場合には、急峻に平滑コンデンサ７の電圧が上昇する。特に
、ＡＣ２４２Ｖ→ＡＣ８０Ｖ→ＡＣ２４２Ｖなどのように商用電源の電圧の変化が大きい
ほど、復帰の際、顕著に平滑コンデンサ７の電圧が上昇する。この平滑コンデンサ７の急
峻な変化にはフィードバック制御が追従できない。そうすると、商用電源復帰前に第２ス
イッチング素子８のオン時間が長く調整された状態であるにもかかわらず、降圧チョッパ
回路５１の電源である平滑コンデンサ７の電圧が高くなってしまう。
【００４３】
［点灯装置の動作を示すタイムチャート］
　本実施の形態では、上記のような平滑コンデンサ７の電圧増大があった場合でも、下記
の動作のように、ＬＥＤ１５に過電流が流れることを抑制できる。以下、図２乃至４を用
いて、本発明の実施の形態にかかる点灯装置１００および照明装置１０００の動作を、過
電流検出回路５４の動作を中心に説明する。図２は、本発明の実施の形態にかかる点灯装
置１００の動作を示すタイムチャートである。
【００４４】
　図３は、図１の回路図から過電流検出回路５４を省略した比較例の回路構成を示す図で
ある。図４は、本発明の実施の形態に対する比較例であり、過電流検出回路５４を備えな
い図３の回路構成における動作を示すタイムチャートである。
【００４５】
（比較例の動作）
　前述したように、過電流検出回路５４は、ＬＥＤ１５に定格電流を超える過電流が流れ
たことを検出する回路である。図３は、過電流検出回路５４の構成部品である抵抗２８、
ダイオード２９が無い比較例の回路構成を示している。図４はこの比較例の回路の動作を
タイミングチャートで示したものであり、以下、図４を用いてその動作および効果を説明
する。
【００４６】
　図４の（ａ）～（ｉ）は、図１の回路図中に示す各位置の電圧Ｖ１～Ｖ９の電圧波形を
示すタイムチャートである。図４（ａ）に示す電圧Ｖ１は商用交流電源１の電圧である。
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図４（ｂ）に示す電圧Ｖ２は平滑コンデンサ７の電圧である。図４（ｃ）に示す電圧Ｖ３
はコネクタ１４ａに発生する出力端子の電圧である。図４（ｄ）に示す電圧Ｖ４はＶ３の
電圧を分圧した電圧（≒過電圧検出電圧）である。
【００４７】
　図４（ｅ）に示す電圧Ｖ５は電流検出抵抗１３の電圧である。図４（ｇ）に示す電圧Ｖ
７は制御ＩＣ２２の保護端子２２ｂの電圧である。図４（ｈ）に示す電圧Ｖ８はフィード
バック制御回路５２のオペアンプ１９の出力電圧である。図４（ｉ）に示す電圧Ｖ９は制
御ＩＣ２２からの出力電圧（第２スイッチング素子８の動作電圧）である。
【００４８】
　図４においては、抵抗２８、ダイオード２９を備えない比較例の構成なので、図１に示
す電圧Ｖ６は存在しない。また、図は模式図であり、動作時のオンデューティ比までは示
していない。
【００４９】
　図４には、３つのタイミングＡ，Ｂ，Ｃを破線で表している。タイミングＡで、図４（
ａ）に示すように商用交流電源１の電圧Ｖ１が一時的に低下する。商用交流電源の一時的
な電圧低下は、電力会社の送電線の切替えや落雷などが原因で発生する。ＬＥＤ１５に過
電流が流れる場合として商用交流電源が一時的に電圧低下し復帰した場合などがあげられ
るので、ここでは動作説明のために商用交流電源の電圧低下時の回路動作を説明するもの
である。
【００５０】
　商用交流電源１が低下すると、図４（ｂ）に示す平滑コンデンサ７の電圧Ｖ２も徐々に
低下する。そうすると、フィードバック制御回路５２がＬＥＤ１５に流れる電流を一定に
制御するので、図４（ｈ）に示すように電圧Ｖ８が上昇する。これにより、第２スイッチ
ング素子８のオンデューティ比が大きくなるように制御され、ＬＥＤ１５に流れる電流が
一定に制御される。
【００５１】
　次に、タイミングＢで商用交流電源１が復帰すると、元の正常な電圧となる。ここで、
タイミングＢからタイミングＣの期間にかけて、過渡的な動作が起こる。
【００５２】
　まず、図４（ａ）に示すように、商用交流電源が電圧低下から正常な電圧に復帰する。
これに伴い、図４（ｂ）に示すように、平滑コンデンサ７の電圧も急峻に上昇する。降圧
チョッパ回路５１の電源となる平滑コンデンサ７が急峻に上昇したことにより、ＬＥＤ１
５に流れる電流も増加し、図４（ｅ）に示すように電圧Ｖ５が急上昇する。
【００５３】
　このとき図４（ｈ）に示すように、電源電圧の低い状態でもＬＥＤ１５に流れる電流を
一定にするために、電圧Ｖ８すなわちフィードバック制御回路５２のオペアンプ出力電圧
は高くなっている。つまり、第２スイッチング素子８のデューティ比が大きくなっている
状態である。
【００５４】
　前述したように、一般にフィードバック制御は積分回路で行っているため遅れがあり、
電源電圧の急峻な変化に追従することは難しい。このため、フィードバック制御回路５２
の遅れにより電源電圧が急峻な変動に追従できず、オンデューティが適正な制御となって
いない状態が生じている。この時、電源電圧に対してオンデューティ比が大きすぎるので
、ＬＥＤ１５の電流が大きくなりすぎてしまう。
【００５５】
　ＬＥＤ１５は、ほぼ定電圧特性を示すという特徴を持っている。このため、図４（ｃ）
に示すように、電圧Ｖ３のコネクタ１４ａの出力端子電圧は、ＬＥＤ１５の電流が多く流
れることにより高くなるものの、大きくは変化しない。また、図４（ｄ）に示す電圧Ｖ４
は電圧Ｖ３の電圧を分圧したものになるので、図４（ｃ）に示す波形と同様にそれほど大
きくは変化しない。
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【００５６】
　図４（ｇ）には、図４（ｄ）の電圧からダイオード２６の電圧降下した電圧Ｖ７が出力
される。上記のとおり電圧Ｖ４がそれほど大きな電圧増加とはならないので、電圧Ｖ４が
さらに電圧降下した電圧Ｖ７も大きな電圧増加とはならず、制御端子２２ｂへの入力電圧
は保護動作電圧Ｖｐには達しない。その結果、比較例の回路構成では、保護動作は行われ
ない。
【００５７】
　保護動作が行われないので、図４（ｅ）に示すように、電圧Ｖ５（つまりＬＥＤ１５の
電流）が著しく大きな値に到達してしまう。以上のように、図３に示す比較例の回路構成
では、商用交流電源１が電圧低下から復帰したときに、ＬＥＤ１５に過電流が流れてしま
う。
【００５８】
（実施の形態の点灯装置の動作）
　次に、図２のタイミングチャートを用いて、上記の比較例の動作と対比して、図１の実
施の形態にかかる点灯装置１００の動作説明を行う。すなわち、以下、過電流検出回路５
４を備える場合についての動作説明を行う。
【００５９】
　実施の形態にかかる点灯装置１００には過電流検出回路５４すなわち抵抗２８、ダイオ
ード２９が追加されている。これに応じて、図４（ｆ）に、電圧Ｖ６が追加されている。
電圧Ｖ６は、電圧Ｖ５が分圧された電圧（「過電流検出電圧」とも称す）である。
【００６０】
　タイミングＡについては図４を用いて述べた比較例の場合と同様であり、ここでは説明
を省略する。
【００６１】
　ここで、実施の形態にかかる点灯装置１００は過電流検出回路５４を備えている点で、
比較例とは異なっている。このため、タイミングＢからタイミングＣの期間の過渡的な動
作において、比較例の場合とは異なる動作が実現される。
【００６２】
　すなわち、ＬＥＤ１５に過電流が流れはじめることで、これに応じた電圧が電流検出抵
抗１３に発生する。過電流検出回路５４は、電流検出抵抗１３に発生する電圧を分圧して
、制御ＩＣ２２の保護端子２２ｂに出力する。これにより、過電流に応じた電流検出抵抗
１３での大きな電圧増加に比例して、図２（ｇ）に示す電圧Ｖ７も増大することになる。
その結果、本実施の形態では、比較例の場合とは異なり、電圧Ｖ７が保護端子２２ｂの保
護動作電圧Ｖｐに達することになる。従って、ＬＥＤ１５に過電流が流れはじめたとき、
速やかに制御ＩＣ２２に所定の保護動作を行わせることができる。
【００６３】
　この所定の保護動作とは、本実施の形態では、具体的には、駆動回路９の発振を停止す
ることである。図２（ｉ）を見ると、電圧Ｖ９がタイミングＢとタイミングＣとの間で部
分的にローに固定されていることがわかる。
【００６４】
　この保護動作により第２スイッチング素子８の動作が停止すると、ＬＥＤ電流が供給さ
れなくなる。この間に図２（ｈ）に示すオペアンプ１９の出力（電圧Ｖ８）が低下する。
次に発振を開始するときには、オペアンプ１９の出力が低下しており、電源電圧に応じた
オンデューティ比で動作しＬＥＤ１５に適正な電流を流すことができる。
【００６５】
　過電圧検出回路５３では、コネクタ抜き差しなどによりコネクタ１４ａに発生する過電
圧は検出することはできるが、ＬＥＤ１５がほぼ定電圧特性を示すため、ＬＥＤ１５の過
電流を検出することができない。この点、本実施の形態では、制御ＩＣ２２の保護端子２
２ｂに過電圧検出回路５３と過電流検出回路５４の両方の出力を接続することで、コネク
タ１４ａの過電圧の検出のみならず、ＬＥＤ１５の過電流をも確実に検出できるようにし
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【００６６】
　本実施の形態によれば、過電圧検出回路５３と過電流検出回路５４とで制御ＩＣ２２の
保護端子２２ｂを共用している。そして、保護端子２２ｂへの入力電圧を保護動作電圧Ｖ
ｐと比較するという、共通の比較処理によって、過電圧と過電流の両方を検出している。
また、分圧回路の一部を担う抵抗２７（分圧抵抗）も、過電圧検出回路５３と過電流検出
回路５４とで共用されている。
【００６７】
　これらの共用によれば、制御回路およびその制御処理、保護端子、あるいは抵抗といっ
た各構成を、過電圧検出と過電流検出とで別々に設けなくとも済む。制御ＩＣ２２が過電
圧検出回路５３と過電流検出回路５４の入力に対して共通の制御処理を行うことで、過電
圧の検出、過電流の検出、および保護動作の実行を行うことができる。よって、少ない部
品点数かつ簡単な構成で、出力電圧の過電圧とＬＥＤ１５の過電流の両方を検出し、保護
動作を行うことができる。
【符号の説明】
【００６８】
１　商用交流電源、２　整流回路、４　第１スイッチング素子、５　ＰＦＣ制御ＩＣ、７
　平滑コンデンサ、８　第２スイッチング素子、９　駆動回路、１１　還流ダイオード、
１３　電流検出抵抗、１４ａ、１４ｂ　コネクタ、１９　オペアンプ、２２　制御ＩＣ、
２２ａ　フィードバック制御端子、２２ｂ　保護端子、５０　昇圧チョッパ回路、５１　
降圧チョッパ回路、５２　フィードバック制御回路、５３　過電圧検出回路、５４　過電
流検出回路、１００　点灯装置、１０００　照明装置

【図１】 【図２】
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